
                                                                  平成１３年４月１日 
                                                                  研究所規則第４２号 

                                  一部改正 平成２０年５月 ７日    研究所規則第 ４号 

                                  一部改正 平成２３年３月３０日    研究所規則第 ２号 

                                                        
 
           独立行政法人港湾空港技術研究所技術指導取扱規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、独立行政法人港湾空港技術研究所法第１０条及び独立行政法人港湾空港技 

術研究所業務方法書第４条の規定に基づき、独立行政法人港湾空港技術研究所（以下「研究所」

という。）が、国や地方公共団体及び民間企業等（外国企業等を含む。以下「依頼者」という。）

の依頼により実施する、技術指導に関する取扱いを定めることを目的とする。 

２ 研究所が実施する技術指導については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よるものとする。 
 
（事務手続き） 
第２条 技術指導に係る手続きは、次のとおりとする。また、これを変更する場合も同様とする。 
 （１）依頼者は、様式１の「技術指導申込書」により申し込むものとする。 

（２）希望実施研究チームを担当する特別研究官または希望実施センター長（以下「担当特別 

研究官等」という。）は、技術指導実施の適否について審査し、技術指導を実施する場

合、様式２による「技術指導計画書」を作成し、独立行政法人港湾空港技術研究所理事

長（以下「理事長」という。）に提出するものとする。 
 （３）理事長は、前号により技術指導計画書の提出を受けたときは、その内容が適当であると 

認めた場合には、様式３の「技術指導承諾書」を作成し、依頼者に送付するものとする。 

 
（契約の締結） 
第３条 前条による「技術指導申込書」「技術指導承諾書」をもって、契約が締結されたことと

する。 
２ 契約の締結後、技術指導実施に不適当等の事情が生じたときは、対応について双方で協議す

るものとする。 
 
（費用の算定） 
第４条 研究所は、技術指導費用として別に定める技術指導費を依頼者より徴収するものとする。 
２ 技術指導費は、技術指導の終了時に担当特別研究官等から提出される様式４の「技術指導実

績報告書」を基に算定するものとする。 
 
（費用の徴収） 
第５条 依頼者は、前条で算定した費用を研究所の発行する支払日を指定した請求書により納入

しなければならない。 
 
（特許権等の帰属） 
第６条 技術指導中に発生した発明については、その発明にかかる特許を受ける権利または特許

権は研究所に帰属する。 
２ 前項の規定は、実用新案および意匠に準用する。 

 

（特 例） 
第７条 外国企業等に対する技術指導については、第２条、第３条第１項、第４条第２項及び第



６条の全てまたは一部の定めにかかわらず、技術指導を行うことができる。ただし、技術指導

にかかる条件を明記した契約書を依頼者と合意の上作成し、契約を締結した後でなければなら

ない。 
２ 旅費の支給に関しては、依頼者と合意したものとすることができる。 
 
 
 附 則 
 
・この規則は、平成２０年５月７日から施行する。 
 
 附 則 
 
・この規則は、平成２３年３月３０日から施行する。 



様式１ 
                                                              文     書     番    号 

                                                               平成  年  月  日 
 
 
独立行政法人 
 港湾空港技術研究所理事長 殿 
 
 
                                           （依頼者）住 所 

                                                  名 称 
 
                                                         代表者氏名                   印 
 
 
 

技 術  指  導  申  込  書 
 
 
 
 独立行政法人港湾空港技術研究所技術指導取扱規程により、下記のとおり技術指導を申し込み

ます。 
 
 
 

記 
 
 
 
  件 名 
 
  目 的 
 
  概 要 
 
 
 
  概 算 額 
 
  希望指導期間    自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 
 
     希望実施研究室等  （領域チーム等名、技術指導担当者名） 
 
     その他要望事項 
 
     添 付 資 料  業務仕様書等 



様式２－（１） 
                                                               平成  年  月  日 

 
 
 
  理事長   ○○ ○○    殿 
 
 

                                                      担当特別研究官等    印 
 
 
 

技 術 指 導 計 画 書 
 
 
 
 下記技術指導におきましては、（領域チーム名等）において実施することが適切と判断します

のでご報告いたします。 
 
 

記 
 
 
     件 名 
 
  実 施 内 容 
 
 
  実 施 期 間     自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 
 
  技術指導担当者氏名 
 
     技 術指導費      実績により確定 
                              



様式３ 
                                                              文     書     番    号 

                                                               平成  年  月  日 
 
 
 
                                 殿 
 
 
                                                         独立行政法人 
                                                          港湾空港技術研究所 

                                                   理事長  ○○ ○○  印 
 
 
 

技 術 指 導 承 諾 書 
 
 
 
 平成  年  月  日付（文書番号）により、お申し込みのありました技術指導につきまし

ては、独立行政法人港湾空港技術研究所技術指導取扱規程により、下記のとおり実施を承諾いた

します。 
 
 

記 
 
     件 名 
 
  実 施 内 容 
 
  技術指導担当者氏名 
 
  実 施 期 間    自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 
 
 
     技 術指導費    実績により算定 
 



様式４－（１） 
                                                               平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
                                                                 担当特別研究官等    印 
 
 
 

技 術 指 導 実 績 報 告 書 
 
 
 
 下記技術指導におきましては、技術指導実績が確定しましたのでご報告いたします。 
 
 

記 
 
 
     件 名 
 
  実 施 期 間    自平成  年  月  日  至平成  年  月  日 
 
  技術指導担当者氏名 
 
     技術指導実績    別紙のとおり 
 
     技 術指導費      金          円 
                             （うち、消費税及び地方消費税     円） 
 
 


